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承 認

番 号 
 

給水装置工事申込書 
申込日     年  月  日 

種 別 新設 ・ 改造 ・ 撤去 

  大阪広域水道企業団 

    企 業 長 様 

 

 大阪広域水道企業団水道事業給水条例第 10 条第 1 項により、給水装置工事を下記のとおり申込み

します。 

 １．給水装置の使用にあたっては、大阪広域水道企業団水道事業給水条例、規程及び裏面承諾事項

等を遵守し異動が生じたときはすみやかに届出を行います。 

 

給 水 場 所 
 河南町 大字              番 

               丁目    番    号 

所 有 者 

（ 申 込 者 ） 
  連絡先 （   ） 

   連絡先 （   ） 

指定給水装置工事事業者 給水装置工事主任技術者 

指定番号  免状番号  

住所 

 

名称 

 

 

℡              

住所 

 

氏名 

 

 

℡              

河南水道センター処理欄 

使 用 者 番 号 －   － ﾒ ｰ ﾀ ｰ 呼 径            ㎜ 

給 水 承 認 日  年 月 日 竣  工  日  年 月 日 

納 付 項 目 納 付 金 額 請求年月日 納入年月日 確 認 備  考 

加 入 金     
手数料内訳 

  

設 計       円 

  工 事       円 

  

  

 

 

手 数 料     

計     



 

※付近見取図 

□ 別添の場合は、チェックを入れてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾒｰﾀｰ位置赤○、入口、道路記入のこと 

※承諾事項 
 
①  緊急やむを得ない場合、給水制限、停止、断水及びその原因で水が濁り損害を生じても、大

阪広域水道企業団に対して損害を請求しません。 
②  大阪広域水道企業団による給水停止等の止水行為について分水栓又は、敷地内止水栓等をも

って行うことについては、異議なく承諾します。 
③  配水管より分岐した給水装置は私の所有物ですので、修理等維持管理は一切私の費用で行い

ます。 
④  他の所有、管理に係る土地、給水管等の分岐使用、埋設通過等により後日問題が起こりまし

ても、すべて当事者間で処理解決致します。 
⑤  所有権、使用権等の譲渡変更に際しては、以上の誓約、承諾事項並びに本給水台帳記載内容

をすべて継承します。 
⑥  加入金や給水装置工事申込手数料については、大阪広域水道企業団水道事業給水条例を約款

とし、申込みます。 
 

※特記事項 
 
 
 
 
 
 
 

給水管分岐同意書 

 

 私は申請者に対し、私所有の給水管より分岐

使用することを承諾します。 

記 

給水管所有者 

  住 所 

 

  氏 名              印 

                自署又は記名押印 

使用者番号（            ） 

 

土地（使用）承諾書 

 

 私は申請者に対し、私所有の下記の土地に給

水管を埋設・使用することを承諾します。 

記 

使用土地住所 

 

土地所有者 

  住 所 

 

  氏 名              印 

自署又は記名押印 

 

 

家 

裏面 


